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塩尻市国民保護協議会条例 

平成 18年 3月 28日 

条例第 5号 

 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成

16年法律第 112号)第 40条第 8項の規定に基づき、塩尻市国民保護協議会(以下「協議会」

という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(委員及び専門委員) 

第 2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。 

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

(会長の職務代理) 

第 3条 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第 4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 

(部会) 

第 5条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者

がその職務を代理する。 

 

(補則) 

第 6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年 4月 1日から施行する。 
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塩尻市国民保護協議会委員 

 法第４０条の種別 機 関 及 び 役 職 名 

会 長 塩尻市長 

第１号 
国土交通省関東地方整備局長野国道事務所副所長 

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所長 

第２号 陸上自衛隊第１３普通科連隊本部管理中隊長 

第３号 

松本地域振興局長 

松本建設事務所長 

松本保健福祉事務所長 

長野県企業局松塩水道用水管理事務所長 

長野県松本空港管理事務所長 

長野県警塩尻警察署長 

第４号 塩尻市副市長 

第５号 

塩尻市教育長 

松本広域消防局長 

木曽広域消防本部消防長 

第６号 塩尻市総務部長 

第７号 

東日本旅客鉄道株式会社塩尻駅副駅長 

東日本電信電話株式会社長野支店災害対策室長 

中部電力株式会社松本営業所長 

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン代表取締役社長 

エルシーブイ株式会社代表取締役社長 

第８号 

一般社団法人 塩筑医師会長 

塩筑歯科医師会長 

塩尻市消防団長 

塩尻商工会議所会頭 

洗馬農業協同組合代表理事組合長 

塩尻市農業協同組合代表理事理事長 

塩尻市赤十字奉仕団委員長 

塩尻市区長会理事 
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塩尻市国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例 

平成 18年 3月 28日  

条例第 6号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成 16年法律第 112号。以下「法」という。）第 31条及び法第 183条において準用する法

第 31条の規定に基づき、塩尻市国民保護対策本部（以下「国民保護対策本部」という。）

及び塩尻市緊急対処事態対策本部（以下「緊急対処事態対策本部」という。）に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策本部の事務を

総括する。 

２ 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を補佐する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、国民保護対

策本部の事務に従事する。 

４ 本部長、副本部長及び本部員のほか、国民保護対策本部に必要な職員を置くことがで

きる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

（会議） 

第３条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、

必要に応じ、国民保護対策本部の会議（以下「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第 28条第 6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議

に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要に応じ、国民保護対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属する本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地対策本部） 

第５条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長及び国民保護現地対策本部員そ

の他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもっ

て充てる。 

２ 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。 

（補則） 

第６条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定

める。 

（準用） 

第７条 第２条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年 4月 1日から施行する。 
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関係機関連絡先 

 

 

指定地方行政機関及びその出先機関 

 

長野県 

番号  機関名  所在地  電話番号  

1  県庁危機管理部危機管理・消防防災課 長野市南長野幅下692－2  026-235-7184  

2  長野県消防防災航空ｾﾝﾀｰ 松本市大字空港東9030  0263-85-5512  

3  松本空港管理事務所 松本市空港東8909 0263-58-2517 

4  松本地域振興局 松本市島立1020  0263-47-7800  

5  松本建設事務所 松本市島立1020  0263-40-1963  

6  奈良井川改良事務所 松本市島立1020 0263-40-1970 

7  松本保健所 松本市島立1020  0263-47-7800  

8  企業局松塩水道用水管理事務所 大字宗賀本山5225-1 0263-52-3330 

9  松本保健福祉事務所 松本市大字島立1020 0263-40-1913 

10  松本教育事務所 松本市大字島立1020  0263-47-7800  

 

消防関係  

番号  機関名  所在地  電話番号  

1  松本広域消防局 松本市渚1－7－12  0263-25-0119  

2  松本広域消防局 塩尻消防署 大字広丘高出1486-802 0263-54-0119 

3  松本広域消防局 広丘消防署 大字広丘原新田575-9 0263-54-3010 

4  木曽広域消防本部 木曽消防署北分署 木祖村藪原873-1 0264-36-3119 

 

警察関係  

番号  機関名  所在地  電話番号  

1  長野県警察本部 長野市南長野字幅下692－2  026-233-0110  

2  塩尻警察署 大字宗賀73-305 0263-54-0110 

3  塩尻駅前交番 大門八番町13-5 0263-52-2941 

4  広丘交番 大字広丘野村2050-17 0263-52-3413 

5  洗馬警察官駐在所 大字洗馬3052-1 0263-54-2067 

6  北小野警察官駐在所 大字北小野2566-3 0266-46-2277 

7  楢川警察官駐在所 大字木曽平沢2228-1 0264-34-3005 
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国出先機関 

 

 

自衛隊 

 

 

  

番号 機関名  所在地  電話番号  

1 長野地方気象台 長野市箱清水1－8－18  026-232-0281  

2 
国土交通省関東地方整備局 

長野国道事務所  
長野市鶴賀字中堰145  026-264-7001  

3 
国土交通省中部地方整備局 

飯田国道事務所 
飯田市東栄町3350  0265-53-7200  

4 
国土交通省北陸地方整備局 

千曲川河川事務所  
長野市鶴賀字峰村74  026-227-7611  

5 
国土交通省北陸地方整備局 

千曲川河川事務所松本出張所  
松本市島内1666-1126  0263-47-2199  

6 
国土交通省北陸地方整備局 

松本砂防事務所  
松本市元町1-8-28  0263-33-1115  

7 中部森林管理局中信森林管理署 松本市島立1256－1  0263-47-4751  

8 関東農政局長野農政事務所地域第一課 松本市大字島立650-1  0263-47-2001  

9 北陸信越運輸局長野運輸支局 長野市西和田1-35-4  026-243-4384  

10 総務省信越総合通信局 長野市旭町1108長野第１合同庁舎 026-234-9986  

11 関東財務局長野財務事務所 長野市旭町1108長野第２合同庁舎 026-234-5123  

番号 機関名  所在地  電話番号  

1  陸上自衛隊第13普通科連隊 松本市高宮西1-1 0263-26-2766 

2  自衛隊長野地方協力本部 長野市旭町1108長野第２合同庁舎 026-233-2108 



6 

 

指定公共機関及びその出先機関 

 

 

番号 機関名  所在地  電話番号  

1  塩尻郵便局 大門六番町3-1 0263-52-1049  

2  塩尻大門南郵便局 大門一番町2-6 0263-53-1421 

3  塩尻仲町郵便局 大字塩尻町37－20 0263-53-1422 

4  洗馬郵便局 大字洗馬1917-1 0263-53-1424 

5  本洗馬郵便局 大字洗馬2564-1 0263-53-1423 

6  広丘郵便局 大字広丘原新田177 0263-53-1420 

7  北小野郵便局 大字北小野大出297-1 0266-46-2104 

8  高出簡易郵便局 大字広丘高出1847-3 0263-53-1365 

9  北熊井郵便局 大字片丘7871-4 0263-52-0150 

10  郷原簡易郵便局 大字広丘郷原863 0263-52-2429 

11  吉田簡易郵便局 大字広丘吉田1425-3 0263-58-6029 

12  桔梗ヶ原簡易郵便局 大字広丘高出1496-65 0263-53-1314 

13  大門簡易郵便局 大字大門1079 0263-52-3404 

14  贄川郵便局 大字贄川1591 0264-34-2042 

15  平沢郵便局 大字木曽平沢1702-3 0264-34-2049 

16  奈良井郵便局 大字奈良井399-2 0264-34-3049 

17  東日本旅客鉄道㈱塩尻駅 大門八番町9-1 0263-52-0079 

18  東日本旅客鉄道㈱広丘駅 大字広丘野村1640-2 0263-52-1938 

19  東日本旅客鉄道㈱みどり湖駅 大字上西条道畑  

20  東海旅客鉄道㈱洗馬駅 大字宗賀2752-2  

21  東海旅客鉄道㈱日出塩駅 大字宗賀日出塩  

22  東海旅客鉄道㈱贄川駅 大字贄川1167  

23  東海旅客鉄道㈱木曽平沢駅 大字木曽平沢  

24  東海旅客鉄道㈱奈良井駅 大字奈良井1127  

25 日本貨物鉄道㈱関東支社長野支店 長野市栗田源田窪992-6 026-266-7230 

26 日本赤十字社長野県支部 長野市南県町1074  026-226-2073  

27 東日本高速道路㈱長野管理事務所 長野市松代町東寺尾字村北1195-2  026-278-7701  

28 中日本高速道路㈱ 
名古屋市中区錦2-18-19  

三井住友銀行名古屋ビル 
052-222-1620  

29 東日本電信電話㈱長野支店 長野市新田町1137-5 026-225-4361 

30 日本放送協会松本支局 松本市深志3丁目10-3 0263-33-4700 

31 日本通運㈱長野営業所 長野市北石堂町1374-1 026-227-4140 

32 日本通運㈱塩尻営業所 塩尻市広丘野村1746-1 0263-54-2222 

33 中部電力パワーグリッド㈱松本営業所 松本市埋橋1-5-3 0263-34-3750 

34 中部電力パワーグリッド㈱塩尻電力センター 塩尻市大門五番町16-3 0263-52-2330 

35 東京電力パワーグリッド㈱松本電力所 松本市中央4-1-17  0263-33-0220  
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指定地方公共機関 

 

 

その他関係機関 

 

 

番号 機関名  所在地  電話番号  

1 公益社団法人長野県バス協会 長野市大字中御所字鶴田 560番地４ 026-226-3288 

2 一般社団法人長野県トラック協会 長野市大字南長池 710番地３ 026-254-5151 

3 信越放送株式会社 長野市吉田一丁目 21番 24号 026-237-0500 

4 株式会社長野放送 長野市大字中御所字岡田 131番地７ 026-227-5697 

5 株式会社テレビ信州 松本市丸の内４番 18号 0263-36-2002 

6 長野朝日放送株式会社 長野市栗田 989番地１ 026-223-3531 

7 長野エフエム放送株式会社 松本市本庄一丁目 13番５号 0263-33-4410 

8 エルシーブイ株式会社 諏訪市大字四賀 821番地 0266-53-3833 

9 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 松本市大字里山辺 3044番地１ 0263-35-1008 

10 長野県情報ネットワーク協会 長野市大字南長野北石堂町 1177番地３ 026-236-2028 

11 一般社団法人長野県医師会 長野市若里七丁目１番５号 026-219-3600 

12 一般社団法人長野県歯科医師会 長野市大字中御所字岡田町 96番地 026-222-8020 

13 一般社団法人長野県薬剤師会 松本市旭二丁目 10番 15号 0263-34-5511 

14 長野県土地改良事業団体連合会 長野市大字南長野字宮東 452番地の１ 026-233-4281 

15 一般社団法人長野県建設業協会 長野市南石堂町 1230番地 026-228-7200 

16 公益社団法人長野県看護協会 松本市旭２丁目 11番 34号 0263-35-0421 

番号 機関名  所在地  電話番号  

1 塩尻市農業協同組合 本所 大門六番町3-56 0263-53-4780 

2 洗馬農業協同組合 大字洗馬2720-3 0263-52-0108 

3 木曽農業協同組合楢川支所 木曽平沢2221-1 0264-34-2155 

4 塩尻商工会議所 大門一番町12－2 えんぱーく４階 0263-52-0258 



8 

 

塩尻市国民保護対策本部組織及び事務分掌 

 

部 課等 班 分掌事務 

総 

務 

部 

危機管理課 

（本部事務局） 
本部事務局班 

1 国民保護のための措置の総括に関すること。 

2 市国民保護対策本部及び現地調整所の設置、運営及び廃止に関

すること。 

3 避難実施要領の策定に関すること。 

4 警報伝達、避難指示、避難所の指定に関すること。 

5 被災情報の収集、提供に関すること。 

6 各部の応急対策の管理に関すること。 

7 防災行政無線の整備・管理に関すること。 

8 国民保護に係る備蓄、訓練等に関すること。 

9 派遣自衛隊との連絡調整に関すること。 

10 消防団及び消防署との連絡調整に関すること。 

11 警察署との連絡調整に関すること。 

12 県及び他市町村に対する応援要請に関すること。 

13 特殊標章等の交付等に関すること。 

総務人事課 総務人事班 

1 在庁者の避難誘導及び安全確保に関すること 。 

2 車両確保及び配車に関すること 。 

3 職員の動員配備・食料等の供給に関すること。  

4 応援職員、自衛隊、ボランティア等の宿舎、処遇及び給食に関

すること 。 

税務課 税務班 

1 災害に伴う税の相談に関すること。  

2 被災者の税制措置に関すること 。 

3 被災台帳の作成に関すること 。 

4 り災証明の発行に関すること。  

企
画
政
策
部 

経営戦略課 

地方創生推進課 

(官民連携推進室) 

企画・広報班 

1 災害復旧計画の取りまとめ調整に関すること。 

2 災害の記録に関すること。 

3 報道機関に対する情報提供、協力要請及び連絡調整に関するこ

と。 

4 国民保護に係る広報・広聴に関すること。 

財政課 財政班 

1 国民保護措置災害関係の予算に関すること。 

2 市有財産の状況把握に関すること。 

3 救助物資、医療、防疫資材等の調達に関すること。 

情報政策課 情報班  コンピューターの保守及びデータの保持に関すること。 

市
民
生
活
事
業
部 

生活環境課 環境班 
1 死体の収容及び埋火葬に関すること。 

2 災害時のごみ、廃棄物に関すること。 

市民課 市民班 
1 死亡者の確認及び被災者名簿に関すること 

2 外国籍市民の相談に関すること。 

地域振興課 地域振興班 
支所長及び地区調整担当課長からの地区内の情報のとりまと

めに関すること。 
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部 課等  班 分掌事務  

健
康
福
祉
部 

福祉課 福祉班 

1 在庁者の避難誘導及び安全に関すること。  

2 社会福祉施設への情報伝達、応急対策に関すること。  

3 要配慮者（児童を除く。）の避難誘導及び安全確保に関するこ

と。 

4 福祉避難所の設置、運営に関すること。 

5 社会福祉協議会、日赤奉仕団等との連絡に関すること。 

6 ボランティアの支援・調整に関すること。（登録、派遣、受入

れ等） 

長寿課 長寿班 
1 高齢者の避難誘導に関すること 。 

2 福祉班の支援 

健康づくり課  健康班 

1 救護所に関すること。 

2 医療活動関係機関との総合調整に関すること。 

3 医療救護に関すること。 

4 医薬品及び衛生材料に関すること。 

5 防疫感染症予防及び消毒に関すること。 

産
業
振
興
部 

産業政策課 産業政策班 

1 産業関係機関との連携に関すること。 

2 商工業関係の被害調査及び応急対策に関すること 。 

3 商工業関係団体との連絡調整に関すること。 

4 災害融資などに関すること。 

農政課 農政班 

1 農・畜・水産業の被害調査に関すること。  

2 農地、農業施設の応急対策に関すること。 

3 農業関係機関との総合調整に関すること。 

森林課 森林班 

1 農林業施設、林地の被害調査に関すること。 

2 林地、林業施設の応急対策に関すること。 

3 林業関係機関との総合調整に関すること。 

観光課 観光班 

1 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 観光客の状況把握に関すること。 

3 観光関係団体との総合調整に関すること。 

建 

設 

部 

建設課 建設班 

1 道路、河川及び水路の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 緊急迂回路及び輸送路に関すること。 

3 土木資材の確保などに関すること。 

4 都市施設に関すること 

都市計画課 都市計画班 
1 都市公園施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 関係機関との総合調整に関すること。 

建築住宅課 建築住宅班 
1 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 応急仮設住宅に関すること。 
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部 課等  班 分掌事務 

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
・
生
涯
学
習
部 

社会教育課 社会教育班 

1 在庁舎の避難誘導及び安全確保に関すること。 

2 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

3 文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

スポーツ推進課 
スポーツ推進

班 

1 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 体育施設における避難所開設及び運営に関すること。 

男女共同参画・若

者サポート課 

男女共同参画

・若者サポー

ト班 

ふれあいプラザ利用者の避難誘導及び安全確保に関すること。 

交流支援課 交流支援班 

1 市民交流センター利用者の避難誘導及び安全確保に関するこ

と。 

2 災害ＮＰＯ法人の協力要請に関すること。 

図書館 図書館班 図書館利用者の避難誘導及び安全確保に関すること。 

こ
ど
も
教
育
部 

教育総務課 教育総務班 

1 児童、生徒及び教員の安否確認及び安全対策に関すること。 

2 学校施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

3 高等学校の施設の被害調査に関すること。 

4 被災児童及び生徒に関すること。 

5 学校施設における避難所の開設及び運営に関すること。 

こども課 こども班 

1 保育園、児童館及び児童クラブの被害調査及び応急対策に関す

ること。 

2 幼稚園の被害調査に関すること。 

3 被災園児に関すること。 

4 保育施設及び児童館における避難所の開設及び運営に関する

こと。 

家庭支援課 家族支援班 
1 要配慮園児に関すること。 

2 福祉施設入所児童に関すること。 

子育て支援セン

ター 
子育て支援班 

子育て支援センター利用者の避難誘導及び安全確保に関する

こと。 

水 

道 

部 

経営管理課 経営管理班 
1 水道施設の災害情報の収集に関すること。 

2 関係機関との連絡体制に関すること。 

上水道課 上水道班 

1 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 飲料水の供給に関すること。 

3 水道資機材の確保に関すること。 

下水道課 下水道班 

1 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 下水道資機材の確保に関すること。 

3 し尿処理、仮設トイレ等に関すること 
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部 課等  班 分掌事務 

会
計
部 

会計課  会計班 
1 応急対策関係経費の出納に関すること。 

2 応急対策物品の出納に関すること。  

議
会
部 

議会事務局  議会班 
1 議会関係に関すること。 

2 議会防災委員会に関すること。 

委
員
会
部 

選挙管理委員会 

監査委員会 

公平委員会 

各事務局 

委員会班 総務部の応援業務に関すること。 

農業委員会 

事務局 

農業委員

会班 
産業振興事業部の応援業務に関すること。 

現
地
機
関
部 

各支所 

地区調整担当 

地区支部

班 

1 在所者の避難誘導及び安全確保に関すること。 

2 地区内災害情報の収集、伝達に関すること。 

3 地区内被害調査及び応急対策に関すること。 

4 地区内避難所に関すること。 

5 現地調整所設置時の支援に関すること。 

6 炊き出しに関すること。 

7 区長との連絡調整に関すること 
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避難地・避難施設一覧 

避難場所名 所在地 収容人員 
コンク
リート
造 

塩尻市立塩尻西小学校 体育館 大門五番町４番５５号 ３３３  

大門地区センター 大門六番町４番２１号 ２２０  

塩尻市文化会館（レザンホール） 大門七番町４番８号 ２３３３ ○ 

大門三番町・四番町介護予防交流施設 大門三番町１２番２号 ７７  

塩尻市立体育館 大門六番町５番２号 ８６７ ○ 

塩尻市立大門保育園 遊戯室 大門四番町７番１３号 ６１ ○ 

塩尻市工業会館 大門１０１０番地１ １６７ ○ 

塩尻市トレーニングプラザ 大門一番町１番１号 ５００ ○ 

大門原公園 大門並木町４００番１号 ２０９  

原中央公園 大門幸町６００番 ２５９  

桟敷原児童公園 大門泉町４００番 ２１２  

塩尻駅西公園 大門桔梗ヶ原１番１号 ２３８  

大門北公園 大門桔梗ヶ原２番地１号 ３２０  

ききょう公園 大門桔梗ヶ原１１３番１号 ３２６  

信毎販売センター中南信本店 大門泉町７番７号 ７０  

信毎販売センター塩尻営業所 大門泉町１３番５ ５５  

大門二番町公民館 大門二番町６番１号 ６７  

大門児童館 大門五番町４番２１号 １５２  

大門七区第一公民館 大門桔梗ヶ原７６番４号 ６７  

大門七区第二公民館 大門桔梗町１３番７号 １３３  

大門田川町公民館 大門田川町１５０番２５８号 ６７  

グレイスフル塩尻 大門八番町９番１０号 １０２ ○ 

塩尻市立塩尻中学校 体育館 大小屋６１番 ４００ ○ 

塩尻市立塩尻東小学校 体育館 塩尻町４２７番 ２６７ ○ 

塩尻市塩尻東支所 塩尻町６４８番１ ２４２  

小坂田公園多目的グラウンド 塩尻町１０８０番 １９２０  

塩尻市立みずほ保育園 遊戯室 長畝２６０番 ３６ ○ 

みどり湖花公園 金井ほか ８３  

ふれあいセンター東部 峰原１７３番１ ２３３  

塩尻市立塩尻東保育園 遊戯室 峰原１７３番１ ４３  

東山グラウンド 旧塩尻８７２番１号 １４００  

東山公民館 旧塩尻８６９番４号 ８８  

東山体育館 旧塩尻８６９番４号 ２３０  

柿沢区総合グラウンド 柿沢４８４番１号 １８００  

柿沢公民館 柿沢５２９番 １６７  

金井公民館 金井９０番 ９３  

金井区ふれあい広場 金井９０番 ６７  
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避難場所名 所在地 収容人員 
コンク
リート
造 

松原区公園 上西条１２７番２号 ８３  

上西条公民館 上西条６６１番１７号 １０９  

上西条防災広場 上西条４９５番1号 ３４  

上西条若宮グランド 上西条８７６番 ２４０  

中西条構造改善センター 中西条３７番 ９０  

堀ノ内公民館 堀ノ内９８番５号 ８７  

長畝公民館 長畝６８番２号 ６９  

長畝農業構造改善センター 長畝６９番１号 ２１  

峰原公民館 峰原１７３番２号 ４７  

桟敷介護予防交流施設 桟敷３２４番 ２１  

武居博明宅 塩尻町５３番 ３７  

塩尻市中央スポーツ公園 広丘高出１４８６番１９４号 ２０００  

塩尻市立桔梗小学校 体育館 広丘高出１４８６番１９３号 ２６７ ○ 

塩尻市営野球場 広丘高出１８１８番３号 ４０００  

長野県塩尻志学館高等学校 体育館 広丘高出４番４号 ４３３ ○ 

塩尻市立高出保育園 遊戯室 広丘高出１９４９番１号 ４１  

塩尻市立日の出保育園 遊戯室 広丘高出２０７３番５号 ４６  

高出地区センター 広丘高出１８１９番１号 ５０ ○ 

高出区民体育館 広丘高出１８１９番１号 ６７  

東京都市大学塩尻高等学校 校庭 広丘高出２０８１番 ３２００  

高出第二公民館 広丘高出２１１４番８号 １３３  

塩尻児童館 広丘高出２０７３番５号 １８４  

塩尻市立片丘小学校 校庭 片丘５３６６番 １５２０  

片丘農業者トレーニングセンター 片丘５３７８番３号 ３６７ ○ 

片丘農村広場 片丘５０７３番 ８３３  

塩尻市片丘支所 片丘４７５８番地７ ２３３  

塩尻市立片丘保育園 遊戯室 片丘４９３３番地 ４５ ○ 

内田原公園 片丘５０１０番１２９号 １４１  

内田原公民館 片丘５０１０番１３１号 ４３  

大宮八幡境内公園 片丘６８９０番１号 ３３３  

南内田コミュニティーセンター 片丘４７５３番４号 １００  

北熊井公民館 片丘８７８３番１号 １１４  

南熊井中挟集落センター 片丘１０３４５番７号 ９２  

中挟公会所 片丘１１１９７番 ３３  

塩尻市立丘中学校 体育館 広丘野村１３０２番 ３３３ ○ 

塩尻市立広丘野村保育園 遊戯室 広丘野村１７８８番８０号 ５０  

角前運動公園 広丘野村１８９９番１号 １７９  
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避難場所名 所在地 収容人員 
コンク
リート
造 

老人福祉センターのむら 広丘野村１７８８番３６４号 １６３  

塩尻市広丘支所（北部交流センター） 広丘野村２０６９番１号 ６０２ ○ 

野村公民館 広丘野村１７８８番３５７号 ２６７  

野村第二公民館 広丘野村８３６番２号 ６０  

野村区運動公園 広丘野村１７８８番８０号 ２４００  

塩尻市立広丘小学校 体育館 広丘原新田１１６番 ３５０ ○ 

塩尻市立広丘西保育園 遊戯室 広丘原新田２７９番５号 ３７ ○ 

塩尻北部公園 広丘原新田３０３番３２号 ３５８３  

広丘短歌公園 広丘原新田５６４番４１号 ２０４  

広丘児童館 広丘原新田２９１番２号 １１７  

原新田公民館 広丘原新田２４４番 ２００  

塩尻市立広丘体育館 広丘原新田２９１番１号 ２４１ ○ 

塩尻市立広陵中学校 体育館 広丘堅石４５７番１号 ４００ ○ 

堅石公民館 広丘堅石１２６８番３号 ６６  

ふれあいセンター広丘 広丘堅石２１５０番 １００  

塩尻市立広丘南保育園 遊戯室 広丘堅石１２４５番１号 ２９ ○ 

堅石グランド 広丘堅石５０番１号 １０００  

堅石区民センター 広丘堅石５９９番２号 ２００ ○ 

堅石原東公園 広丘堅石２５０番９号 ５８  

松本歯科大学野球場・陸上競技場 広丘郷原１７８０番 ６０００  

郷原区民会館 広丘郷原１０８５番 ２００ ○ 

えびの子水苑 広丘吉田１３０１番 ４１７  

長野県田川高等学校 体育館 広丘吉田２６４５番 １１００ ○ 

塩尻市立吉田小学校 体育館 広丘吉田１０９７番 ２７３ ○ 

塩尻市吉田支所 広丘吉田２９０１番３号 ３３３ ○ 

塩尻市立吉田児童館 広丘吉田１５６８番３号 ９６  

塩尻市立吉田ひまわり保育園 遊戯室 広丘吉田１１５０番６号 ３５  

浄化センター敷地内 広丘吉田４０９番３号 ８８０  

田川の郷 広丘吉田２２１９番１号 ２３３  

塩尻市立吉田原保育園 遊戯室 広丘吉田３０３７番 ３３  

長者原公園グラウンド 広丘吉田４４０番３号 １３００  

ながうね公園 広丘吉田１１５６番 １７５  

若宮公園 広丘吉田１０番５号 ９２  

八幡原公園 広丘吉田５６０番１号 ２０８  

吉田原ふれあい公園 広丘吉田３３４２番 ３１８  

信毎販売センター村井広丘営業所 広丘吉田１１５０番１１号 ２９  

吉田東公民館 広丘吉田１１５７番２号 ２００  
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避難場所名 所在地 収容人員 
コンク
リート
造 

吉田四区コミュニティセンター 広丘吉田８１４番３号 ７０  

長者原南公園 広丘吉田５０７番１号 ２０９  

吉田西防災コミュニティセンター 広丘吉田４４０番３号 １５３  

吉田児童分館 広丘吉田３０３７番 ４６  

塩尻市立洗馬小学校 体育館 洗馬２５２４番 ２６７  

塩尻市洗馬支所 洗馬２５５０番２号 ３３３  

塩尻市立妙義保育園 遊戯室 洗馬２５３５番１号 ４２  

旧小曽部保育園 園庭 洗馬３７０３番４号 １６７  

上組グラウンド 洗馬７５３番 ９００  

上組生産振興センター 洗馬７５２番 １００  

元町公民館 洗馬２１８７番１２号 ７０  

芦ノ田転作促進研修センター 洗馬２４９３番１号 １２３  

洗馬児童館 洗馬２７１３番１号 １４６  

ふれあいセンター洗馬 洗馬２７１３番１号 ２４５  

太田集会所 洗馬６５６番 １９  

太田運動場 洗馬１３３１番 ３００  

岩垂グラウンド 洗馬９１６８番１号 １２００  

岩垂公民館 洗馬５７２２番１号 ２３０ ○ 

下小曽部グラウンド 洗馬５３１５番 １６２０  

下小曽部集落センター 洗馬５１３１番１号 １５３  

上小曽部農村広場 洗馬３８５２番１号 ２０８  

上小曽部転作促進センター 洗馬３８５７番１号 １００  

太田公民館 洗馬３６１番 １２４  

塩尻市立宗賀小学校 体育館 宗賀２６４６番 ２６７ ○ 

市営総合運動場 宗賀７３番２３６号 ３２００  

塩尻市立塩尻西部中学校 体育館 宗賀１４６１番２号 ３３３ ○ 

平出遺跡公園 宗賀３６２番 ２３３  

すがのの郷 宗賀１２９８番５１４号 ２３３  

長野県野菜花き試験場 駐車場 宗賀１０６６番１号 １０００  

塩尻市宗賀支所 宗賀２６５８番１号 ２３３  

塩尻市立宗賀中央保育園 遊戯室 宗賀２４１１番１号 ３９  

塩尻市日出塩桜の丘公園 宗賀５７８４番１号 ５８３  

桔梗ヶ原公民館 宗賀７１番５９１号 １８３  

昭和電工グラウンド 宗賀５４５番 １９４０  

平出公民館 宗賀６００番１号 １２４  

床尾構造改善センター 宗賀２０４１番 １１７  

床尾運動場 宗賀２０９７番１号 ３００  
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避難場所名 所在地 収容人員 
コンク
リート
造 

宗賀農林漁業体験実習館 宗賀２７４６番３号 １４７  

牧野公民館 宗賀３８４７番１号 １１３  

本山区ゲートボール場 宗賀５０１１番１４号 １８０  

本山介護予防交流施設 宗賀４９９２番 ３１  

日出塩公民館 宗賀６１４３番１号 ９４  

塩尻市辰野町組合立両小野中学校 体育館 北小野１３３８９番 ２００ ○ 

塩尻市立北小野保育園 遊戯室 北小野２８９４番１号 ３１ ○ 

塩尻市北小野支所 北小野４８番 １２３ ○ 

いこいの森公園 北小野４６６８番 １２５  

古町区遊園地 北小野２６７３番１号 ８３  

宮前公民館 北小野１５５番１号 １２３  

上田公民館 北小野７７９番１号 １３３  

勝弦グラウンド 北小野４２３０番１号 ３２０  

勝弦公民館 北小野４５０８番１号 １３３  

信州リハビリテーション専門学校 体育館 贄川１２１６番 ３０７ ○ 

塩尻市営楢川運動場 贄川２０９６番 ４８７４  

木曽くらしの工芸館 駐車場 木曽平沢２２２１番 ９６０  

塩尻市立楢川屋内運動場 木曽平沢１４５１番１３８号 ４５９  

塩尻市立木曽楢川小学校 体育館 木曽平沢１４５１番１３８号 ３１２ ○ 

塩尻市立楢川保育園 園庭 木曽平沢１４９０番 １０７  

うるしの里広場 木曽平沢２３２４番１５０号 ８２９  

うるしの里展望広場 木曽平沢２２０６番２号 ３３  

塩尻市立楢川中学校 体育館 奈良井１０３７番３号 ３１２ ○ 

水辺のふるさとふれあい広場 奈良井７９０番１号 ３９２  

贄川北部多目的集会所 贄川６４０番４号 ７６  

桃岡コミュニティー消防センター 贄川２２４６番 ７９  

平沢旭町コミュニティー消防センター 木曽平沢２４３３番９号 ５０  

楢川支所 木曽平沢１４５１番１３８号 ３２３  

奈良井公民館 奈良井３４２番７号 １０５  
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安否情報 

 

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答

の手続その他の必要な事項を定める省令 

（平成 17年３月 28日総務省令第 44号） 

（最終改正 平成 18年３月 31日総務省令第 50号） 

 

(安否情報の収集方法) 

第１条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16年法律第

112号。以下「法」という。)第 94条第１項及び第２項(法第 183条において準用する場合

を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民

については様式第１号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第２号を用い

て行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法

によることができる。 

 

(安否情報の報告方法) 

第２条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成 16年

政令第 275号。以下「令」という。)第 25条第２項(令第 52条において準用する場合を含

む。)の総務省令で定める方法は、法第 94条第１項及び第２項(法第 183条において準用す

る場合を含む。)に規定する安否情報を様式第４号により記載した書面(電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以

下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることがで

きない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

 

(安否情報の照会方法) 

第３条 法第 95条第１項(法第 183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)

の規定による安否情報の照会は、令第 26条第１項(令第 52条において準用する場合を含

む。)に規定する事項を様式第４号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に

提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場

合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方

法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

２ 法第 95条第１項(法第 183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規

定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び

住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被

保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和 42年法律第 81号)第 30条の 44第１項

に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された

書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示

し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、

若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情
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報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当

と認める方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者

が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に

対し、必要な資料の提出を求めることができる。 

 

(安否情報の回答方法) 

第４条 法第 95条第１項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難

住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否か

の別その他必要な事項を様式第５号により記載した書面を交付することにより行うものと

する。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、

口頭、電話その他の方法によることができる。 

 

(安否情報の提供) 

第５条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法

第 95条第１項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第

94条第２項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県

知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。 

 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

第１条 この省令は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 (平成 18年３月 31日総務省令第 50号) 抄 

(施行期日) 

第１条 この省令は、平成 18年４月１日から施行する。ただし、本則に１条を加える改正

規定及 

び附則第２条の別表の改正規定のうち第５条に係る部分については、平成 19年４月１日か

ら施行する。 
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様式第１号（第１条関係） 

 

安否情報収集様式（ 避難住民・負傷住民） 

 

記入日時（  年  月  日  時  分） 

 

（注１）本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保

護に十分留意しつつ、上記⑫～⑭の意向に沿って同法第９５条第 1 項の規定に基づく安否

情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）

や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の

収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

（注２）親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知

人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

（注３）「③出生年月日」欄は、元号表記により記入すること。 

（注４）回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。 

①氏名  

②フリガナ  

③出生の年月日 年   月   日 

④男女の別 男      女 

⑤住所（郵便番号を含む。） 日 本   その他（      ） 

⑥国籍  

⑦その他個人を識別するための情報  

⑧負傷（疾病）の該当 負 傷     非 該 当 

⑨負傷又は疾病の状況  

⑩現在の居所  

⑪連絡先その他必要情報  

⑫親族・同居者からの照会があれば①～⑪

を回答する予定ですが、回答を希望しない

場合は、○で囲んでください。 

回答を希望しない 

⑬知人からの照会があれば①⑦⑧を回答す

る予定ですが、回答を希望しない場合は、

○で囲んでください。 

回答を希望しない 

⑭①～⑪を親族・同居者・知人以外の者か

らの照会に対して回答又は公表することに

ついて、同意するかどうか○で囲んで下さ

い。 

同意する 

 

同意しない 

※備考 
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様式第２号（第１条関係） 

 

安否情報収集様式（ 死亡住民） 

 

記入日時（  年  月  日  時  分） 

 

（注１）本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人に

ついては、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会が

あれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情

報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や

避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収

集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

（注２）親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人

とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。 

（注３）「③出生年月日」欄は、元号表記により記入すること。 

（注４）回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。 

 

 

（注５）⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。 

①氏名  

②フリガナ  

③出生の年月日 年   月   日 

④男女の別 男      女 

⑤住所（郵便番号を含む。）  

⑥国籍 日 本   その他（      ） 

⑦その他個人を識別するための情報  

⑧死亡の日時、場所及び状況  

⑨遺体が安置されている場所  

⑩連絡先その他必要情報  

⑪①～⑩を親族・同居者・知人以外の者か

らの照会に対して回答することへの同意 

同意する 

 

同意しない 

※備考 

 

 

⑪の同意回答者名 
 

 
連絡先  

同意回答者住所 
 

 
続柄 

 



21 

 

様式第３号（第２関係） 

安 否 情 報 報 告 書 

報告日時：    年   月   日   時   分 

市町村名：           担当者名：         
①氏名 ②フリガナ ③出生の 

年月日 

④男女 

の別 

⑤住 所 ⑥国籍 ⑦その他個人

を識別するた

めの情報 

⑧負傷（疾

病）の該当 

⑨負傷又

は疾病の

状況 

⑩現在の居所 ⑪連絡先その

他必要情報 

⑫親族

・同居者

への回

答希望 

⑬知人

への回

答希望 

⑭親族・同居

者・知人以外

の者への回

答又は公表

の同意 

備  考 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

備考  １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

    ３ 「⑥国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。 

    ４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「⑨負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を

記入し、「⑩現在の居所」欄に「遺体の安置されている場所」を記入すること。 

    ５ ⑫～⑭の希望又は同意欄には、安否情報の提供に係る希望又は同意について「有」又は「無」と記入願います。この場合において、当該希望又は

同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。 
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様式第４号（第３条関係） 

 

安 否 情 報 照 会 書 

総務大臣                          年  月  日 

（都道府県知事） 殿 

（市町村長） 

申 請 者 

住所（居所）              

氏 名                 

 

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第

９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。 
 

照会をする理由 

（○を付けて下さい。③の

場合、理由を記入願いま

す。） 

① 被照会者の親族又は同居者であるため。 

② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であ

るため。 

③ その他 

（                    ） 

備   考 
 

 

照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

氏 名 
 

 

フリガナ 
 

 

出生の年月日 
 

 

男女の別 
 

 

住 所 
 

 

国 籍 
（日本国籍を有しな
い者に限る。） 

日 本   その他（       ） 

その他個人を識別す
るための情報 

 

※申請者の確認 
 
 

※備 考 
 
 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

  ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記 

入すること。 

  ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

  ４ ※印の欄には記入しないこと。 
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様式第５号（第４条関係） 

 

安 否 情 報 回 答 書 

                              年  月  日 
 
            殿 
 

総務大臣 

（都道府県知事） 殿 

（市町村長） 

 

年  月  日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。 
 

避難住民に該当するか否かの別 
 
 

武力攻撃災害により死亡し又は負
傷した住民に該当するか否かの別 

 

被 
 
照 
 
会 
 
者 

氏 名 
 

 

フリガナ 
 

 

出生の年月日 
 

 

男女の別 
 

 

住 所 
 

 

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。） 

日 本   その他（       ） 

その他個人を識別するための
情報 

 

現在の居所  

負傷又は疾病の状況  

連絡先その他必要情報  

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

  ２ 「避難住民に該当するか否かの」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災

害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」又は「非

該当」と記入すること。 

  ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

  ４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と 記

入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体が安置さ

れている場所」を記入すること。 

  ５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 
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応急公用負担 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る

公用令書等の様式を定める省令 

（平成 16 年 12 月 20 日厚生労働省令第 170 号） 

 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 （平成 16 年政令

第 275 号）第 17 条第３項 （第 52 条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公

用令書等の様式を定める省令を次のように定める。 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 （平成 16 年政令

第 275 号）第 17 条第３項 （第 52 条において準用する場合を含む。）の公用令書及び公

用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第１から別記様式第３まで及び別記様式第４のと

おりとする。 

 

附 則 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

別記様式第１ 

収用第  号 

公   用   令   書 

氏 名 

住 所 

 

                             第 81 条第２項 
第 81 条第４項 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第 183 条において準用する第 81 条第２項 
第 183 条において準用する第 81 条第４項 

の規定に基づき、次のとおり物資を収用する。 

（理由） 

 

年  月  日 

処分権者  氏名           □印  

  

収用すべき物資の種類 数 量 所在場所 引渡月日 引渡場所 備 考 

      

      

      

 
備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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別記様式第２ 

保管第  号 

公   用   令   書 

氏 名 

住 所 

 

                             第 81 条第２項 
第 81 条第４項 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第 183 条において準用する第 81 条第３項 
第 183 条において準用する第 81 条第４項 

の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。 

（理由） 

 

年  月  日 

処分権者  氏名           □印  

  

保管すべき物資の種類 数 量 保管すべき場所 保管すべき期間 備 考 

     

     

     

 
備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

使用第  号 

公   用   令   書 

氏 名 

住 所 

 

                              

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 
第82条           

第183条において準用する第82条 
の規定に基づき、次のとおり土地、家屋又は物資を使用する。 

（理由） 

 

年  月  日 

処分権者  氏名           □印  

  

名   称 数 量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備 考 

        

        

        

 
備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

別紙様式第３ 
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別記様式第４ 

取消第  号 

公   用   令   書 

氏 名 

住 所 

 

第 81条第 2項 

                             第 81条第 3項 
                             第 81条第 4項 
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第 82条 

第 183 条において準用する第 81条第 2項 
第 183 条において準用する第 81条第 3項 
第 183 条において準用する第 81条第 4項 
第 183 条において準用する第 82条 

の規定に基づく公用令書（  年  月  日 第  号）に係る処分を取り消したので、武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法律 
第16条           

第52条において準用する第16号 の規定により、これを交

付する。 

（取り消した処分の内容） 

 

年  月  日 

処分権者  氏名          □印  

  

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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報  告 

 

火災・災害等速報実施要領関係 

 

●火災・災害等速報実施要領（昭和 59 年 10 月 15 日 消防災第 267 号消防庁長官）抄 

 

第１ 総則 

４ 報告方法及び様式 

 (1) 様式 

  ア 火災等速報 

  イ 救急・救助事故等速報・・・第３号様式 

    救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。

なお、火災等速報を行うべき火災又は特定の事故については省略することがで

きる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りでは

ない。 

  ウ 災害速報 

 

第２ 速報基準 

 ３ 武力攻撃災害速報 

   次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式

（注 様式第３号）を用いて報告すること。 

   １）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法

律第 112 号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は

間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他人的又は

物的災害 

   ２）武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律（平成 15 年法律第 79 号）第 25 条第 1 項に規定する緊急対処事態、す

なわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生し

た事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った

事態 

 

第３ 直接速報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該

当するおそれがある場合も含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

３ 武力攻撃災害速報 

     第２の３の１）、２）に同じ。 

 

第４ 記入要領 

＜救急・救助事故等速報＞ 

３ 第３号様式（救急・救助事故等） 

 (1) 事故災害種別 

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 
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   (2) 事故等の概要 

     「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

   (3) 死傷者等 

    ア 「負傷者」には、急病人を含む。 

    イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

   (4) 救助活動の要否 

     救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

   (5) 要救護者数（見込） 

     救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明のものを含む。）

で、未だ救助されていない者の数を記入すること。 

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

   (6) 消防・救急・救助活動 

     出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、

所属消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬

送状況等活動の状況について記入すること。 

   (7) 災害対策本部等の設置状況 

     当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入する

こと。 

   (8) その他参考事項 

     以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例） 

・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・避難勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 
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第３号様式（救急・救助事故等） 

第    報 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

市町村 

（消防本部名） 

 

 

報告者名  

消防庁受信者氏名            

 

事 故 災 害 種 別 １ 救急事故  ２ 救助事故  ３ 武力攻撃災害  ４ 緊急事態対処 

発 生 場 所  

発 生 日 時 

（ 覚 知 日 時 ） 

月  日  時  分 

（  月  日  時  分） 
覚地方法 

 

事 故 等 の 概 要 

 

死 傷 者 等 

死者（性別・年齢） 

 

         計    人 

 

負傷者等       人（   人） 

    重傷     人（   人） 

    中等症    人（   人） 

    軽傷     人（   人） 

不明 

救 助 活 動 要 否 
 

 

要救助者数（見込） 
 

救助人員 
 

消防・救急・救助 

活 動 状 況 

 

災 害 対 策 本 部 等 

の 設 置 状 況 

 

その他参考事項 

（注）負傷者欄の（  ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注）第一報については、原則として、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告す

ること。（確認がとれていない事項については、確認が取れていない旨（「未確認」等）記入して報告すれ

ば足りること。 


